
第９回美深町農業委員会 

総 会 議 事 録            
                               （平成２９年１月２６日） 

     午後１時３０分開会 

 

◎議事日程 

 

第１       議事録署名委員の指名について 

第２         諸般の報告(推薦委員、事務局) 

第３  報告第１号  農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について 

第４  報告第２号  農用地利用配分計画の認可について  

第５  議案第１号  農用地利用集積計画の決定について 

第６  議案第２号  農用地の買入協議に係る要請について 

第７  議案第３号  農地法第 3 条の規定による許可申請について 

第８  議案第４号  美深町農業経営基盤強化促進基本構想変更(案)について 

第９  その他     

 

 

◎出席委員 （10名） 

1番 佐 藤 敏 夫   

2番 八 巻  等  

3番 三 田 輝 雄  

4番 森 元 敬 悦     

5番 荒 谷 和 江 

6番 塩 﨑 智 史 

7番 髙 附  功 

8番 神 野 充 布 

9番 中 村 敏 明 

10番 外 崎 敬 雄 

 

◎農業委員会事務局 

事務局長   草野孝治   

事務局次長 渡辺美由紀   

    



◎開会宣言 

 

 外崎会長 只今の出席委員は１０名全員の出席です。定数に達しておりますので、只今

から第９回美深町農業委員会総会を開会します。これから本日の会議を開き

ます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりでございます。 

 

◎日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

＜日程第１＞議事録署名委員の指名を行います。会議規則第 18条の規定によ

り、本日の議事録署名委員に２番八巻委員、３番三田委員にご指名いたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」という者あり） 

 

ご異議がないようでありますので八巻委員、三田委員を議事録署名委員に決

定いたしました。 

 

◎日程第２ 諸般の報告について 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

＜日程第２＞諸般の報告を行います。推薦委員さんから報告事項があれば発

言してください。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ありませんので、次に事務局より報告いたします。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

２ページをお開きください。私から第８回総会以降の経過を報告いたします。

１２月２８日地域担い手育成総合支援協議会幹事会並びに新規就農者等指導

委員会が開催され事務局が出席しました。１月５日平成２９年新年交礼会が

文化会館で開催され、外崎会長、中村代理、三田委員、荒谷委員、神野委員、

塩﨑委員が出席しました。農業簿記勉強会を１２日、１９日、２６日に開催

しております。１９日、第１回臨時会が開催されております。また、同日、

平成２９年予算の副町長査定、２６日は町長査定が行われ事務局が対応して

おります。２１日、札幌市において札幌美深会新年の集いが開催され外崎会

長が出席しました。第９回総会以降の予定です。２月１日農業委員会懇親会

を開催します。２月の農業簿記勉強会は、２日、９日、１６日、２３日に開

催します。１６日から１７日、上川地方農業委員会連合会役員会並びに会長、

代理、事務局長研修会が南富良野町で開かれます。２４日、旭川市において

ブロック別農地業務担当職員研修会が開かれます。２月の総会は２８日に開

催します。事務局からは以上です。 

 

只今の報告に対し、ご質疑があれば受け賜ります。 

ございませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

なければ次に進みます。 



◎日程第３ 報告第１号 

 

 外崎会長 

 

  

渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

＜日程第３＞報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

の報告を求めます。事務局より説明願います。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

４ページをお開きください。報告第１号 農地法第１８条第６項の規定によ

る通知について、農地法第１８条第６項の規定による通知が次のとおりあり

ましたので報告いたします。 

整理番号３番、貸主、美深町字〇〇△△△番地 〇〇〇〇さん、借主、美深

町字〇〇〇△△△番地 〇〇〇〇さん、土地の表示、美深町字〇〇△△△番

△、公簿畑、現況畑、面積△△，△△△㎡外△△筆、合計△△筆、合計面積

△△，△△△㎡です。利用状況は普通畑、契約期間は平成２７年１月２６日

から３７年１月２５日までの１０年間の賃貸借で、合意による解約年月日、

土地の引き渡し日は、平成２９年１月６日です。貸主、借主の申し入れによ

る合意解約です。 

整理番号４番、貸主、美深町字〇〇△△△番地 〇〇〇〇さん、借主、美深

町〇△〇〇△〇〇△△〇〇△、〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

さん、土地の表示、美深町字〇〇△△△番△、公簿畑、現況畑、面積△，△

△△㎡外△筆、合計△△筆、合計面積△△，△△△㎡です。利用状況は普通

畑、契約期間は平成２５年６月２６日から３０年６月２５日までの５年間の

賃貸借で、合意による解約年月日、土地の引き渡し日は、平成２９年１月２

３日です。貸主、借主の申し入れによる合意解約です。 

整理番号５番、貸主、美深町字〇〇△△△番地 〇〇〇〇さん、借主、美深

町字〇〇△△△番地△ 〇〇〇〇さん、土地の表示、美深町字〇〇△△△番

△、公簿畑、現況畑、面積△△△㎡外△筆、合計△筆、合計面積△△，△△

△㎡です。利用状況は普通畑、契約期間は平成２８年５月２６日から３３年

５月２５日までの５年間の賃貸借で、合意による解約年月日、土地の引き渡

し日は、平成２９年１月２３日です。貸主、借主の申し入れによる合意解約

です。説明、以上です。 

 

それでは、報告第１号について、ご質疑、ご意見をお受けいたします。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑がないようでありますので、報告第１号農地法第１８条第６項の規定

による通知については、報告済みといたします。 

 

 

◎日程第４ 報告第２号 

 外崎会長 

 

 

渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

＜日程第４＞報告第２号 農用地利用配分計画の認可についての報告を求め

ます。事務局より説明を願います。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

７ページをお開きください。報告第２号 農用地利用配分計画の認可につい

て 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の規定に基づき、

北海道より農地中間管理事業に関する農用地利用配分計画の認可について通

知があったので報告いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

外崎会長 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

整理番号１番 認可年月日は平成２８年１２月１５日 貸主 札幌市〇〇〇

〇△〇〇△〇〇△〇〇△△ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

さん、借主、美深町字〇〇△△番地△、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇

〇さん、賃貸借の設定等を受ける土地 美深町字〇〇△△番△、地目公簿畑、

現況畑、面積△△，△△△㎡、外△△筆、合計△△筆、合計面積△△△，△

△△㎡です。平成２８年１２月２６日から平成３８年１０月２４日までの１

０年間の賃貸借です。小作料は年額△△△，△△△円です。旧所有者は〇〇

〇さんです。 

整理番号２番 認可年月日は平成２８年１２月１５日 貸主 札幌市〇〇〇

〇△〇〇△〇〇△〇〇△△ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

さん、借主、美深町字〇〇△△△番地、〇〇〇〇さん、賃貸借の設定等を受

ける土地 美深町字〇〇△番△、地目公簿畑、現況畑、面積△△㎡、外△筆、

合計△筆、合計面積△△，△△△㎡です。平成２８年１２月２６日から平成

３８年１０月２４日までの１０年間の賃貸借です。小作料は年額△△△，△

△△円です。旧所有者は〇〇〇〇さんです。 

 

報告第２号について、ご質疑、ご意見をお受けいたします。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑等がないようでありますので、報告第２号農用地利用配分計画の認可

については、報告済みといたします。 

 

 

◎日程第５ 議案第１号 

 

 外崎会長 

 

 

渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

＜日程第５＞議案第 1 号 農用地利用集積計画の決定についてを議題に供し

ます。事務局より説明いたします。事務局より説明願います。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

８ページをお開きください。議案第 1 号農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促進法第

１８条の規定により、美深町長より決定を求められた平成２８年度第９号農

用地利用集積計画について議決を求めます。 

整理番号５３番、貸主、美深町字〇〇△△△番地 〇〇〇〇さん、借主、美

深町字〇〇△△△番地、〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇さん、土地

の所在 美深町字〇〇△△△番△、地目公簿田、現況畑、面積△，△△△㎡、

外△筆、合計△筆、合計面積△，△△△㎡です。平成２９年２月１日から平

成３５年１月３１日までの６年間の賃貸借です。小作料は反当り△，△△△

円、年額で△，△△△円です。継続の案件です。 

整理番号５４番、譲り渡し人、札幌市〇〇〇〇△〇〇△〇〇△〇〇△△ 〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇さん、譲り受け人、美深町字〇

〇〇△△△番地 〇〇〇〇さん、土地の所在 美深町字〇〇〇△△△番、地

目公簿畑、現況畑、面積△，△△△㎡、外△△筆、合計△△筆、合計面積△

△△，△△△. △△㎡です。利用権移転、売買の案件です。所有権の移転時

期、平成２９年１月２７日、対価の支払い期限は、平成２９年３月３１日、

土地の引き渡し時期は、対価の支払い日です。売買価格反当り△△，△△△

円、総額△△，△△△，△△△円です。農地売買等事業です。説明以上です。 

 

議案第１号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。 

（「なし」という者あり） 



 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

ご質疑等がないようでありますので、原案のとおり決定することに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって議案第 1 号農用地利用集積計画の決定については原案

のとおり可決されました。 

 

◎日程第６ 議案第２号 

 

 外崎会長 

 

  

渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

＜日程第６＞議案第２号 農用地の買入協議に係る要請についてを議題に供

します。事務局より説明いたします。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

１１ページをお開きください。議案第２号 農用地の買入協議に係る要請に

ついて 農業経営基盤強化促進法第１６条第２項の規定に基づき、農用地の

買入協議について下記のとおり審議を求めます。 

整理番号１番、申し出の年月日は平成２８年７月２１日。申し出の理由は農

地を処分するためです。申し出者は、美深町字〇〇△△番地 〇〇〇さん、

買入協議に係る土地の表示、美深町字〇〇〇△△△番△外△△筆、地目公簿

畑、現況畑、合計△△筆、合計面積△△△，△△△㎡です。申し出の価格は

総額△，△△△，△△△円、調整委員は外崎会長と神野委員です。調整の結

果は、買入協議が必要である。説明、以上です。 

 

それでは、議案第２号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑がないようでありますので、議案第２号について原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって、議案第２号 農用地の買入協議に係る要請について

は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７ 議案第３号 

 外崎会長 

 

  

渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

 

＜日程第７＞議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について議題

に供します。事務局より説明いたします。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

１３ページをお開きください。議案第３号 農地法第３条の規定による許可

申請について、農地法第３条の規定による許可申請が次のとおりありました

ので審議を求めます。 

整理番号６番、貸主、美深町字〇〇△△△番地△ 〇〇〇〇〇さん、借主、

同住所 〇〇〇〇〇さん、土地の表示、美深町字〇〇△△△番△、地目公簿



 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

田、現況畑、面積△△，△△△㎡、外△△筆、合計△△筆、合計面積△△△，

△△△㎡です。契約の内容は、平成２９年２月１日から３９年１月３１日ま

での１０年間の使用貸借、無償です。権利設定の理由は、後継者に経営を移

譲するためです。説明、以上です。 

 

それでは、議案第３号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。

ございませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑がないようでありますので、議案第３号農地法第３条の規定による許

可申請について原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって、議案第３号農地法第３条の規定による許可申請につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第８ 議案第４号 

 

 外崎会長 

 

  

 

 

 

渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

 

 

 青木係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第８＞議案第４号 美深町農業経営基盤強化促進基本構想変更（案）

についてを議題に供します。本件につきましては、農業経営基盤強化促進法

施行規則第２条により、市町村が基本構想を定めようとするとき、もしくは

変更するときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければなら

ないということになっております。事務局より説明願います。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

16 ページをお開きください。議案第４号 美深町農業経営基盤強化促進基本

構想変更（案）について 農業経営基盤強化促進法第６条第１項の規定によ

り定める美深町農業経営基盤強化促進基本構想について、美深町より同法施

行規則第２条に基づき意見を求められたので審議を求めます。これにつきま

しては、町農務課農業グループ青木係長から説明をいただきます。 

 

農業グループの青木です。美深町農業経営基盤強化促進基本構想について、

別紙配布の基本構想見直概要表で説明をしたいと思います。第１農業経営基

盤の強化の促進に関する基本的な目標ですが、年間所得水準と年間労働時間

水準は変更ありません。第２効率かつ安定的な農業経営の指標は、総累計数

を個別１５から１４に、組織２から１にそれぞれ変更します。文章等の一部

修正で、農地法の改正により、「農業生産法人」が「農地所有適格法人」に改

称されたため修正しています。第４効率かる安定的な農業経営を営む者に対

する農用地の利用の集積の関する目標は、地域の農用地に占める面積のシェ

アの目標は９０％で変更なしです。文章等で、現状の認定農業者への集積率

を修正、担い手への集積率８０％から８３％に修正しています。第５農業経

営基盤強化促進事業に関する事項は、項目の移動があります。３農地中間管

理事業が行う特例事業に関する事項について、経営基盤強化促進事業ではな

いため別項目に移動します。第６農用地利用集積円滑化事業に関する次に掲

げる事項は、文章等の追加があります。３その他農用地利用集積円滑化事業

の実施の基準に関する事項について（２）として北海道農業公社との連携に

ついて追加します。第７効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保に向けた

取組は、文章等の一部修正があります。３「新規就農者の促進」中、傾向等
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について修正します。第８農地中間管理事業が行う特例事業に関する事項は、

第５の３から「農地中間管理事業が行う特例事業に関する事項」を移動しま

す。第９その他は、内容の変更はありません。簡単ですが、説明とさせてい

ただきます。 

 

それでは、議案第４号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑がないようでありますので、議案第４号については「美深町における

農業経営基盤強化促進事業が円滑適正に推進され、農用地の有効利用等がよ

り一層促進されるものであり適切なものであると認められる」これを意見と

することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって、議案第４号については、「美深町における農業経営基

盤強化促進事業が円滑適正に推進され、農用地の有効利用等がより一層促進

されるものであり適切なものであると認められる」これを意見とすることに

決定いたしました。 

 

 

◎日程第９ その他 
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＜日程第９＞その他、委員の皆様から何かありませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

なければ事務局から何かありませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

◎閉会宣言 

 

 外崎会長 以上をもちまして、一切の案件の審議を終了いたします。第９回総会を終了

いたします。 

 

※終了 午後２時２０分 


